「地域地球温暖化防止活動推進センター」とは
「地域地球温暖化防止活動推進センター（法の条文では「地域センター」という）」とは、地球温暖化対策に関する啓発・広報活動など法第３８条第２項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる法人として市長が指定するものです。
【法第38条第2項】
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

（１）地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。

（２）日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。

（３）前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。

（４）地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

（５）地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
（６）前各号の事業に附帯する事業

　長崎市地球温暖化防止活動推進センター（以下「長崎市センター」という。）は、市内の地球温暖化防止にかかわる多様な団体（市民活動団体、事業者、行政等）と連携・協力し、地球温暖化対策に関する社会的な動向と市の地球温暖化対策との連動性を踏まえ、地球温暖化防止に向けた実践活動や普及啓発活動を支援・推進し、長崎市センターが担うべき役割や2030年の目標を達成していくことが期待されます。
　　　
○　長崎市の地球温暖化対策における「長崎市」及び「長崎市センター」の役割

　　　長崎市は、将来のビジョンとして、2050年に市域の温室効果ガスを80%削減（※¹）したコンパク
トで脱炭素型の持続可能な地域社会を描き、中期的には2030年に基準年度（2007年度）比43%削減をめざし、実行計画を策定・推進、政策の策定、まちづくり、といった役割を担っています。
長崎市センターは、地球温暖化対策の普及・啓発、市推進員・環境団体の活動支援、市民からの相談対応といった、環境行動のプレイヤーである市民・事業者に寄り添い、環境行動を推進する役割を担う存在です。
　　※¹国の地球温暖化対策実行計画の見直しによって、目標値等は変更になる可能性があります。

（図１）長崎市の地球温暖化対策における「長崎市」及び「長崎市センター」の役割イメージ図
















市民・事業者


（環境行動のプレイヤー）





市（環境行動促進のプロデューサー）


・実行計画の策定・推進


・地球温暖化対策の率先実行











・地球温暖化対策の周知啓発


・市民・事業者の環境行動推進


・事業所の環境配慮推進









































・日常生活における省エネの取組み


・廃棄物の減量化、リサイクルの取組み


・環境学習、環境保全活動への参加


・事業活動における省エネの取組み


・環境配慮経営の取組み


など





長崎市センター


（環境行動促進のプレイング


マネージャー）


・地球温暖化対策の普及・啓発


・市推進員、環境団体の活動支援


・日常生活のCO2排出抑制のための市民からの相談対応


・日常生活のCO2排出実態調査、情報分析


・市民の活動促進のため分析結果の市民への提供
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